
 
 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

中 部 地 方 整 備 局 建 政 部 

  

 

津島市の歴史的風致維持向上計画を国土交通大臣が認定 

～歴史まちづくりが盛んな中部地方で１６都市目～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島市は、古くから津島神社の「門前町」、尾張と伊勢を結ぶ要衝の「津島湊」として繁栄し、国指

定重要文化財である津島神社や、ユネスコ無形文化遺産に登録された尾張津島天王祭をはじめ、現在で

も多くの歴史的風情、情緒が残るまちです。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

○配布先：中部地方整備局記者クラブ 

 

 

【問合わせ先】 

●中部地方整備局 建政部 計画管理課（宇梶、伊藤）  

TEL：052-953-8571  

 

 

3月24日付で国土交通大臣が、愛知県津島市の歴史的風致維持向上計画を、歴史まちづくり法

に基づき認定しました。 

 本認定により、津島市は令和 2年度から11年度の10か年で、津島固有の歴史的風致を守り、

育て、継承し、地域の活性化に繋げていくために、国の支援制度を活用して歴史的建造物の保存・

活用や、津島神社や天王川公園へのアクセス及び来訪者の回遊性の向上などを図ってまいりま

す。 

また、津島市が認定に加わり、中部地方※で認定を受けている都市は地域別で最多の16都市と

なります。 
※中部地方…岐阜県、静岡県、愛知県、三重県    
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別紙 

 

○中部地方における認定状況 

中部地方では、平成２１年１月１９日に岐阜県高山市と三重県亀山市が認定を受けたのを皮切りに、

これまで１５の都市が歴史的風致維持向上計画の認定を受けております。 

 

     

市町村名 認定日 

岐阜県高山市 平成２１年 １月１９日 

三重県亀山市 平成２１年 １月１９日 

愛知県犬山市 平成２１年 ３月１１日 

岐阜県恵那市 平成２３年 ２月２３日 

岐阜県美濃市 平成２４年 ３月 ５日 

三重県明和町 平成２４年 ６月 ６日 

岐阜県岐阜市 平成２５年 ４月１１日 

岐阜県郡上市 平成２６年 ２月１４日 

市町村名 認定日 

 愛知県名古屋市  平成２６年 ２月１４日 

 三重県伊賀市 平成２８年 ５月１９日 

 愛知県岡崎市 平成２８年 ５月１９日 

 静岡県三島市 平成２８年１０月 ３日 

 静岡県掛川市 平成３０年 １月２３日 

静岡県伊豆の国市 平成３０年 ７月１１日     

静岡県下田市 平成３０年１１月１３日 

愛知県津島市 令和 ２年 ３月２４日 （今回認定） 

 

 



 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

都 市 局 公 園 緑 地 ・ 景 観 課 
 
 

愛知県津島市・新潟県佐渡市・長崎県長崎市の 

歴史的風致維持向上計画を認定しました 

～今回で認定都市数が８１市町となります！～ 

 

歴史まちづくり法第５条に基づき、津島市・佐渡市・長崎市の歴史的風致維持向

上計画について、３月２４日付けで主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土

交通大臣）が認定しました。 

今回の認定により、認定都市数は８１市町となります。（詳細は別紙参照） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
※なお、認定式については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、実施
を当面の間、延期いたします。 
 

 

  

【問い合わせ先】 
●国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 

景観・歴史文化環境整備室 富所（とみどころ）、高岡 
   TEL：03(5253)8111(内線 32983,32933) 03(5253)8954（直通） 
  FAX：03-5253-1593 
 

● 文化庁 文化資源活用課  中田、樋口 
      TEL：03(5253)4111(内線 2869,2738)    03(6734)4760（直通） 
 
● 農林水産省 農村振興局 農村政策部 農村計画課 小澤、加藤 
        TEL：03(3502)8111(内線 5534)         03(3502)6004（直通） 
 

同時発表 
文部科学省、農林水産省、中部地方
整備局、北陸地方整備局、九州地方
整備局、津島市、佐渡市、長崎市 

【佐渡市】佐渡金銀山遺跡（北沢浮遊選鉱場） 【津島市】尾張津島天王祭（宵祭） 

 

【長崎市】長崎居留地まつり 

 



 

歴史的風致維持向上計画の認定について 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 

国 土 交 通 省 ・ 文 部 科 学 省 ・ 農 林 水 産 省 

 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり

法）」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援すべく平成２０

年５月に公布され、同年１１月に施行されました。 

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風

致について、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法

律上の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援するものであり、これ

まで金沢市、高山市等７８市町の計画を認定しています。 

このたび愛知県津島市・新潟県佐渡市・長崎県長崎市の歴史的風致維持向上計画

を３月２４日に認定し、認定都市数は８１市町となりました。なお、各市の歴史的

風致維持向上計画については、国土交通省及び各市のホームページに公開されます。 

 

・国土交通省 HP： 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html 

 

 

 

図 歴史的風致維持向上計画の認定状況 

  

別紙 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html


■各都市の歴史的風致維持向上計画の概要 

 

○津島市歴史的風致維持向上計画（愛知県津島市 認定申請日 R2.2.18） 

国指定の重要文化財「津
つ

島
しま

神
じん

社
じゃ

本
ほん

殿
でん

・楼
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門
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」

及びその周辺地域と、600年近く続く尾
お

張
わり

津
つ

島
しま

天
てん

王
のう

祭
まつり

、津島駅西地区の山
だ

車
し

祭
まつり

や石
いし

採
どり

祭
まつり

及び茶

の湯文化からなる歴史的風致の維持向上を図る

ため、津島駅西地区に所在する旧津島信用金庫本

店等の歴史的建造物の保存・活用事業や、山車等

が巡行する道路の美装化、地域の子供たちへの歴史・文化学習事業等を位置づけて

います。 
 

○佐渡市歴史的風致維持向上計画（新潟県佐渡市 認定申請日 R2.2.21） 

国指定の重要文化財「旧
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の周 辺の鉱山町一帯と、善知鳥
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とそこで披露される郷土芸能、無
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の製造・販売等からなる歴史的風致の維持向上

を図るため、歴史的建造物の保存修理、公有化

した旧
きゅう

深
ふか

見
み
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等の歴史的建造物を活用し

た拠点施設整備、それら歴史的建造物を回遊するための道路の美装化等の事業

や、相川音頭を踊るイベントの宵
よい

乃
の

舞
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など、地域行事の運営にかかる支援を位置

づけています。 
 

○長崎市歴史的風致維持向上計画（長崎県長崎市 認定申請日 R2.2.25） 

国宝「大
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天
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主
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」や国指定の重要文化財

「旧グラバー住宅」、重要伝統的建造物群保存

地区「長崎市東
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重要伝統的建造

物群保存地区」及びその周辺地域と、歴史的建

造物等の保存活動の一環として始まった長
なが

崎
さき
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きょ
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ち
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の大浦くんち等の

歴史的風致の維持及び向上を図るため、旧グラ

バー住宅をはじめとする歴史的建造物の保存修理や、歴史的建造物のライトアッ

プ、市民への歴史学習講座の開催等の事業を位置づけています。 

  

【尾張津島天王祭（宵祭）】 

【佐渡金銀山遺跡（北沢浮遊選鉱場）】 

【長崎居留地まつり】 

 



 

 

■「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり

法）」第５条（抜粋） 

 
第５条 市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基づき、当該市町村の区域における歴史
的風致の維持及び向上に関する計画（以下「歴史的風致維持向上計画」という。）を作成し、
主務大臣の認定を申請することができる。 

２～７ （略） 
８  主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった歴史的風致維持向上計画が次に掲
げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。  
一 歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること。  
二 当該歴史的風致維持向上計画の実施が当該市町村の区域における歴史的風致の維持及
び向上に寄与するものであると認められること。  

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

９～11  (略) 



■国土交通省における計画認定による支援措置概要 
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